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認知症や高齢者に関する相談窓口

伯耆地域包括支援センター

場 所 ： 伯耆町役場 健康対策課 生活相談室内

電 話 ： ０８５９‐６８‐４６３２

https://www.houki-town.jp/new1/10/8/

伯耆町には、高齢者や認知症の方が地域で安心して暮らしていけるよう様々なサポート事業
があります。事前申請が必要ですので、詳しくは健康対策課 生活相談室(℡:６８-５５３５)
までお問い合わせください。

高齢者安心見守り事業 ICT等活用による見守り支援事業

高齢者見守りネットワーク事前登録事業アルツハイマー病治療薬補助金事業

離れて暮らす家族が、ひとり暮らし高齢者等の日常の
安否確認ができる見守り機器の購入費を一部助成し
ます。

認知症による行方不明を防止するためのICT等を活用
した機器の初期導入費用の一部を補助します。

アルツハイマー病治療薬（レカネマブ・ドナネマブ）の
保険診療にかかる費用に対し補助金を交付します。

名前等を登録し、登録者が行方不明になった時に役場・
警察で情報共有し早期発見・保護につなげます。

認知症高齢者等個人賠償責任保険事業

認知症高齢者等の方が日常生活で起こしてしまった
事故で、法律上の賠償責任を負った場合、保険金の支
払いを受けることができる制度です。

※保険事業のみの加入はできません。「事前登録事
業」と併せてご利用ください。

高齢者単身世帯・高齢者夫婦のみの世帯

GPS発信機、紛失防止タグ等、持ち歩くこと
の出来る機器やドアセンサー等の警報システ
ム、GPS等を活用した警備システムの購入導
入経費

アルツハイマー病治療薬の治療を受ける人

認知症等の認知機能低下があり、見守りが必
要な人に対して行方不明者対策を実施する人

治療の開始前、治療中の検査費用や治療
に係る費用

①無線センサー等を内蔵した機器であって
高齢者の安否確認ができる機器

②電気等の使用状況から高齢者等の安否
確認ができる機器

対象経費

対 象 者

対象経費

対 象 者

対象経費

対 象 者 対 象 者 認知症等により行方不明になるおそれが
ある人

対 象 者

補 助 額

対象経費の4/5に相当する額
※１世帯につき上限１万円 （１回限り）

①②に該当する機器の購入費用・設置費用

補 助 額

補 助 額

対象経費の4/5に相当する額
※一人につき上限２万円（生涯１回限り）

一人につき 上限４０万円（生涯）
・初期検査費用 全額
・初期検査以外に係る費用の1/2に相当
する額

高齢者見守りネットワーク事前登録事業に登
録している人

※保険料は全額町が負担します。

※機器購入前に交付申請が必要です。

※機器購入前に交付申請が必要です。

https://www.houki-town.jp/new1/10/8/


推進員が行く！ 『もの忘れ相談薬局』

ためして 脳トレ！ の答え

発行 ： 伯耆町役場 健康対策課 生活相談室 ℡0859ｰ68ｰ5535

日頃から声かけや相談にのっておられ、患者様の不安に寄り添いながら安心して相談できる
環境づくりに取り組んでおられるということが分かりました。インタビューにご協力いただき、
ありがとうございました。 推進員 礒江

今回は、伯耆町にある
鬼守調剤薬局 角 道雄

薬剤師にお話を伺いました。

認知症の早期発見・早期治療・介護サービスにつなげるため、

研修を受けた薬剤師が在籍している薬局のことです。

Q. 今後、もの忘れ相談薬局として地域でどのような役割を果たしていきたいですか？

Q. 相談を受けたときは、どのような対応をされますか？

患者様や家族の希望に沿った提案をします。例えば、日付
が曖昧になる方に対して袋に日付を印字したり、介護施設で
内服する機会があれば名前を印字したりもできます。

地域の方の身近な薬局として、薬に関することだけでなく、患者様に寄り添い、認知症の早期発
見・早期対応につながるよう、医療機関や介護サービス、地域包括支援センターとの連携を持ちた
いと考えています。

当薬局は、信頼される「街のかかりつけ薬局」を目指して、地域の方に寄り添ったサービスの提供
に努めています。また、もの忘れ相談薬局としても、研修を修了した薬剤師が在籍しており、もの
忘れについての相談も受けることができます。

Q. 鬼守調剤薬局の特徴を教えてください。

（問題）マッチ棒を１本動かして式を完成させましょう。

Q. 訪問もされるとのことですが、どのような場合が対象ですか？

医師、またはケアマネジャーからの依頼があれば対象となります。患者様が安心して内服を続けら
れるように、訪問をして本人と一緒に内服管理の方法を考え、提案します。

注意力を
鍛えましょう！

もの忘れ相談薬局とは

名前 日付

① ②

③ ④

①8-3=5 ②9+0=9③6-0=6④89-78=11


